
第１３６号議案 

 

     八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

     運営の基準に関する条例の一部を改正する条例設定につい 

     て 

 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 
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   八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２５年八王子市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の員数） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ 

の他指定地域密着型サービスの事業の人 

員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域

密着型サービス基準」という。）第３条の

４第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者（以下この章において「看護師、介護福

祉士等」という。）をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は看護職員との連

携を確保しているときは、サービス提供責

任者（八王子市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（令和３年八王子市条例第  号。以下

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士そ 

の他指定地域密着型サービスの事業の人 

員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域

密着型サービス基準」という。）第３条の

４第２項に規定する厚生労働大臣が定める

者（以下この章において「看護師、介護福

祉士等」という。）をもって充てなければ

ならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合であって、提供時間帯を通じて、

看護師、介護福祉士等又は看護職員との連

携を確保しているときは、サービス提供責

任者（八王子市指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第５６号。以下 



「指定居宅サービス等基準条例」とい 

う。）第５条第２項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に１年以上

（指定地域密着型サービス基準第３条の４

第２項に規定する特に業務に従事した経験

が必要な者として厚生労働大臣が定めるも

のにあっては、３年以上）従事した経験を

有する者をもって充てることができる。 

「指定居宅サービス等基準条例」とい 

う。）第５条第２項のサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）の業務に１年以上

（指定地域密着型サービス基準第３条の４

第２項に規定する特に業務に従事した経験

が必要な者として厚生労働大臣が定めるも

のにあっては、３年以上）従事した経験を

有する者をもって充てることができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ オペレーターは専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回サービス若しくは訪問看護サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第５条第１項に規定

する指定訪問介護事業所をいう。以下同

じ。）、指定訪問看護事業所（指定居宅サ

ービス等基準条例第７０条第１項に規定す

る指定訪問看護事業所をいう。）若しくは

指定夜間対応型訪問介護事業所（第４７条

第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護 

事業所をいう。以下この条において同 

じ。）の職務又は利用者以外の者からの通

報を受け付ける業務に従事することができ

る。 

４ オペレーターは専らその職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の

処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回サービス若しくは訪問看護サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第５条第１項に規定

する指定訪問介護事業所をいう。以下同

じ。）、指定訪問看護事業所（指定居宅サ

ービス等基準条例第６４条第１項に規定す

る指定訪問看護事業所をいう。）若しくは

指定夜間対応型訪問介護事業所（第４７条

第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護 

事業所をいう。以下この条において同 

じ。）の職務又は利用者以外の者からの通

報を受け付ける業務に従事することができ 

る。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれか

の施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の

職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれか

の施設等がある場合において、当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は、前

項本文の規定にかかわらず、当該施設等の

職員をオペレーターとして充てることがで

きる。 

 ⑴ 指定短期入所生活介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第１３９条第１項

に規定する指定短期入所生活介護事業所

をいう。第４７条第４項第１号及び第１

５１条第１２項において同じ。） 

 ⑴ 指定短期入所生活介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第１４７条第１項

に規定する指定短期入所生活介護事業所

をいう。第４７条第４項第１号及び第１

５１条第１２項において同じ。） 

 ⑵ 指定短期入所療養介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第１８３条第１項

に規定する指定短期入所療養介護事業所

をいう。第４７条第４項第２号において

同じ。） 

 ⑵ 指定短期入所療養介護事業所（指定居

宅サービス等基準条例第１８９条第１項

に規定する指定短期入所療養介護事業所

をいう。第４７条第４項第２号において

同じ。） 

 ⑶ 指定特定施設（指定居宅サービス等基

準条例第２１０条第１項に規定する指定

特定施設をいう。第４７条第４項第３号

において同じ。） 

 ⑶ 指定特定施設（指定居宅サービス等基

準条例第２１６条第１項に規定する指定

特定施設をいう。第４７条第４項第３号

において同じ。） 

 ⑷～⑿ （略）  ⑷～⑿ （略） 

６～１１ （略） ６～１１ （略） 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 １２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看



護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅

サービス等基準条例第７０条第１項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条 

例第６９条に規定する指定訪問看護をいう。 

以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合に、指定

居宅サービス等基準条例第７０条第１項第

１号アに規定する基準を満たすとき（同条

第５項の規定により同条第１項第１号ア及

び第２号に規定する基準を満たしているも

のとみなされているとき及び第１９１条第

１４項の規定により同条第４項に規定する

基準を満たしているものとみなされている

ときを除く。）は、当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、第１項第

４号アに規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅

サービス等基準条例第６４条第１項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と

指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条 

例第６３条に規定する指定訪問看護をいう。 

以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合に、法第

７４条第１項の規定に基づき定められる人

員に関する基準（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居

宅サービス等基準」という。）第６０条第

１項第１号イに規定する基準に相当するも

のをいう。）を満たすとき（同条第５項の

規定により同条第１項第１号イ及び第２号

に規定する基準を満たしているものとみな

されているとき及び第１９１条第１４項の

規定により同条第４項に規定する基準を満

たしているものとみなされているときを除

く。）は、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに

規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

  

 （心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては、計画 

作成責任者による利用者の面接によるほか、 

利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開

催するサービス担当者会議（八王子市指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準に関する条例（令和３年八王子市条例第 

  号。以下「指定居宅介護支援等基準条

例」という。）第１４条第９号に規定する

サービス担当者会議をいう。以下この章、

第５９条の６、第５９条の２８及び第５９

条の２９において同じ。）等を通じて、利 

用者の心身の状況、その置かれている環境、 

他の保健医療サービス又は福祉サービスの 

利用状況等の把握に努めなければならない。 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては、計画 

作成責任者による利用者の面接によるほか、 

利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開

催するサービス担当者会議（八王子市指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基

準に関する条例（平成２６年八王子市条例

第５８号。以下「指定居宅介護支援等基準

条例」という。）第２０条第８号に規定す

るサービス担当者会議をいう。以下この

章、第５９条の６、第５９条の２８及び第

５９条の２９において同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

  

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方

針） 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う

指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲

げるところによるものとする。 



 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者

からの連絡内容や利用者の心身の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、利

用者が利用する指定訪問看護ステーショ

ン（指定居宅サービス等基準条例第７０

条第１項第１号に規定する指定訪問看護

ステーションをいう。）への連絡を行う

等の適切な措置を講ずるものとする。 

 ⑹ 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者

からの連絡内容や利用者の心身の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、利

用者が利用する指定訪問看護ステーショ

ン（指定居宅サービス等基準条例第６４

条第１項第１号に規定する指定訪問看護

ステーションをいう。）への連絡を行う

等の適切な措置を講ずるものとする。 

 ⑺ （略）  ⑺ （略） 

  

 （共生型地域密着型通所介護の基準）  （共生型地域密着型通所介護の基準） 

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に

係る共生型地域密着型サービス（以下この

条及び次条において「共生型地域密着型通

所介護」という。）の事業を行う指定生活

介護事業者（八王子市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営の基準に

関する条例（令和３年八王子市条例第  

号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス等基準条例」という。）第８４条第

１項に規定する指定生活介護事業者をい

う。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準条例第１３

７条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準条例第１５１条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をい 

う。）、指定児童発達支援事業者（八王子

市指定障害児通所支援の事業等の人員、設

備及び運営の基準に関する条例（令和元年

八王子市条例第６号。以下この条において

「指定障害児通所支援等基準条例」とい

う。）第５条第１項に規定する指定児童発

達支援事業者をいい、主として重症心身障

害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第７条第２項に規定する重症心身障

害児をいう。以下この条において同じ。）

を通わせる事業所において指定児童発達支

援（指定障害児通所支援等基準条例第４条

に規定する指定児童発達支援をいう。第１

号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業

者（指定障害児通所支援等基準条例第７９

条第１項に規定する指定放課後等デイサー

ビス事業者をいい、主として重症心身障害

児を通わせる事業所において指定放課後等

デイサービス（指定障害児通所支援等基準

条例第７８条に規定する指定放課後等デイ

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に

係る共生型地域密着型サービス（以下この

条及び次条において「共生型地域密着型通

所介護」という。）の事業を行う指定生活

介護事業者（八王子市指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年八王子市条例第４

７号。以下この条において「指定障害福祉

サービス等基準条例」という。）第７８条 

に規定する指定生活介護事業者をいう。）、 

指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障

害福祉サービス等基準条例第１２３条第１

項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事 

業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練） 

事業者（指定障害福祉サービス等基準条例

第１３３条に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支

援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支

援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下この条において「指定通所支援基準」

という。）第５条第１項に規定する指定児

童発達支援事業者をいい、主として重症心

身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第７条第２項に規定する重症心

身障害児をいう。以下この条において同

じ。）を通わせる事業所において指定児童

発達支援（指定通所支援基準第４条に規定

する指定児童発達支援をいう。第１号にお

いて同じ。）を提供する事業者を除く。）

及び指定放課後等デイサービス事業者（指

定通所支援基準第６６条第１項に規定する

指定放課後等デイサービス事業者をいい、

主として重症心身障害児を通わせる事業所

において指定放課後等デイサービス（指定

通所支援基準第６５条に規定する指定放課

後等デイサービスをいう。）を提供する事

業者を除く。）が当該事業に関して満たす



サービスをいう。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準

は、次のとおりとする。 

べき基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サ

ービス等基準条例第８４条第１項に規定

する指定生活介護事業所をいう。）、指

定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等基準条例第１３７条第 

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練） 

事業所をいう。）、指定自立訓練（生活

訓練）事業所（指定障害福祉サービス等

基準条例第１５１条第１項に規定する指

定自立訓練（生活訓練）事業所をい 

う。）、指定児童発達支援事業所（指定

障害児通所支援等基準条例第５条第１項

に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事

業所（指定障害児通所支援等基準条例第

７９条第１項に規定する指定放課後等デ

イサービス事業所をいう。）（以下この

号において「指定生活介護事業所等」と

いう。）の従業者の員数が、当該指定生

活介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準条例第８ 

３条に規定する指定生活介護をいう。）、 

指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福

祉サービス等基準条例第１３６条に規定

する指定自立訓練（機能訓練）をい 

う。）、指定自立訓練（生活訓練）（指

定障害福祉サービス等基準条例第１５０

条に規定する指定自立訓練（生活訓練）

をいう。）、指定児童発達支援又は指定

放課後等デイサービス（以下この号にお

いて「指定生活介護等」という。）の利

用者の数を指定生活介護等の利用者及び

共生型地域密着型通所介護の利用者の数

の合計数であるとした場合における当該

指定生活介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

 ⑴ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サ

ービス等基準条例第７８条に規定する指

定生活介護事業所をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉

サービス等基準条例第１２３条第１項に

規定する指定自立訓練（機能訓練）事業 

所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練） 

事業所（指定障害福祉サービス等基準条

例第１３３条に規定する指定自立訓練

（生活訓練）事業所をいう。）、指定児

童発達支援事業所（指定通所支援基準第

５条第１項に規定する指定児童発達支援

事業所をいう。）又は指定放課後等デイ

サービス事業所（指定通所支援基準第６

６条第１項に規定する指定放課後等デイ

サービス事業所をいう。）（以下この号

において「指定生活介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が、当該指定生活

介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準条例第７ 

７条に規定する指定生活介護をいう。）、 

指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福

祉サービス等基準条例第１２２条に規定

する指定自立訓練（機能訓練）をい 

う。）、指定自立訓練（生活訓練）（指

定障害福祉サービス等基準条例第１３２

条に規定する指定自立訓練（生活訓練）

をいう。）、指定児童発達支援又は指定

放課後等デイサービス（以下この号にお

いて「指定生活介護等」という。）の利

用者の数を指定生活介護等の利用者及び

共生型地域密着型通所介護の利用者の数

の合計数であるとした場合における当該

指定生活介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

  

 （療養通所介護計画の作成）  （療養通所介護計画の作成） 

第５９条の３１ （略） 第５９条の３１ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画

書（指定居宅サービス等基準条例第７９条

第１項に規定する訪問看護計画書又は指定

訪問看護の事業の人員及び運営に関する基

準（平成１２年厚生省令第８０号）第１７ 

条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。 

３ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画

書（指定居宅サービス等基準第７０条第１

項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問

看護の事業の人員及び運営に関する基準

（平成１２年厚生省令第８０号）第１７条

第１項に規定する訪問看護計画書をいう。



以下この節において同じ。）が作成されて

いる場合は、当該訪問看護計画書の内容と

の整合を図りつつ、作成しなければならな

い。 

以下この節において同じ。）が作成されて

いる場合は、当該訪問看護計画書の内容と

の整合を図りつつ、作成しなければならな

い。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

 （居宅サービス計画の作成）  （居宅サービス計画の作成） 

第９３条 （略） 第９３条 （略） 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅

サービス計画の作成に当たっては、指定居

宅介護支援等基準条例第１４条各号に掲げ 

る具体的取組方針に沿って行うものとす 

る。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅

サービス計画の作成に当たっては、指定居

宅介護支援等基準条例第２０条各号に掲げ 

る具体的取組方針に沿って行うものとす 

る。 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５１条 （略） 第１５１条 （略） 

２～１１ （略） ２～１１ （略） 

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定短期入所生活介護事業所又は八王子市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法

の基準に関する条例（令和３年八王子市条

例第  号）第９７条第１項に規定する指

定介護予防短期入所生活介護事業所（以下

「指定短期入所生活介護事業所等」とい

う。）が併設される場合においては、当該

指定短期入所生活介護事業所等の医師につ

いては、当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師により当該指定短期入所生活介

護事業所等の利用者の健康管理が適切に行

われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定短期入所生活介護事業所又は八王子市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法

の基準に関する条例（平成２６年八王子市

条例第５９号）第１２９条第１項に規定す

る指定介護予防短期入所生活介護事業所

（以下「指定短期入所生活介護事業所等」

という。）が併設される場合においては、

当該指定短期入所生活介護事業所等の医師

については、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師により当該指定短期入所生

活介護事業所等の利用者の健康管理が適切

に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基

準条例第１０５条第１項に規定する指定通

所介護事業所をいう。以下同じ。）、指定

短期入所生活介護事業所等、指定地域密着

型通所介護事業所又は併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所若しくは

指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第５条第１項に規定する併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所が併設される場合においては、当該併設

される事業所の生活相談員、栄養士又は機

能訓練指導員については、当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養

士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員

により当該事業所の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、これを置か

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指

定通所介護事業所（指定居宅サービス等基

準条例第９９条第１項に規定する指定通所

介護事業所をいう。以下同じ。）、指定短

期入所生活介護事業所等、指定地域密着型

通所介護事業所又は併設型指定認知症対応

型通所介護の事業を行う事業所若しくは指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第

５条第１項に規定する併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業を行う事業所

が併設される場合においては、当該併設さ

れる事業所の生活相談員、栄養士又は機能

訓練指導員については、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士

若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員に

より当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置かな



ないことができる。 いことができる。 

１４～１７ （略） １４～１７ （略） 

  

（基本方針） （基本方針） 

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当

する複合型サービス（省令第１７条の１２

に規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。以下この章において「指定看護小規 

模多機能型居宅介護」という。）の事業は、 

指定居宅サービス等基準条例第６９条に規

定する訪問看護の基本方針及び第８１条に

規定する小規模多機能型居宅介護の基本方 

針を踏まえて行うものでなければならない。 

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当

する複合型サービス（省令第１７条の１２

に規定する看護小規模多機能型居宅介護に

限る。以下この章において「指定看護小規 

模多機能型居宅介護」という。）の事業は、 

指定居宅サービス等基準条例第６３条に規

定する訪問看護の基本方針及び第８１条に

規定する小規模多機能型居宅介護の基本方 

針を踏まえて行うものでなければならない。 

  

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第１９１条 （略） 第１９１条 （略） 

２～１３ （略） ２～１３ （略） 

１４ 指定複合型サービス事業者（指定地域

密着型サービスに該当する複合型サービス

（以下「指定複合型サービス」という。）

の事業を行う者をいう。以下同じ。）が指

定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合に、

指定居宅サービス等基準条例第７０条第１

項第１号アに規定する基準を満たすとき

（同条第４項の規定により同条第１項第１

号ア及び第２号に規定する基準を満たして

いるものとみなされているとき及び第６条

第１２項の規定により同条第１項第４号ア

に規定する基準を満たしているものとみな

されているときを除く。）は、当該指定複

合型サービス事業者は、第４項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

１４ 指定複合型サービス事業者（指定地域

密着型サービスに該当する複合型サービス

（以下「指定複合型サービス」という。）

の事業を行う者をいう。以下同じ。）が指

定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合に、

法第７４条第１項の規定に基づき定められ

る人員に関する基準（指定居宅サービス等

基準第６０条第１項第１号イに規定する基

準に相当するものをいう。）を満たすとき

（同条第４項の規定により同条第１項第１

号イ及び第２号に規定する基準を満たして

いるものとみなされているとき及び第６条

第１２項の規定により同条第１項第４号ア

に規定する基準を満たしているものとみな

されているときを除く。）は、当該指定複

合型サービス事業者は、第４項に規定する

基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

  

  
   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



 


